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スターンのチャオ、 lレ・コンフリクト

管理戦略論の検討

(69) 69 

高 橋秀雄

I は じ め に

スターン (LouisW. Stern)のマーケティング・チャネノレ管理論の基本的枠

組をなす部分については別のところで取り扱ったがペ 本稿ではそれを承けて，

そのより動態的，過程的側面ともいうべきチャネノレ・コンフリクト管理戦略を

取り上げて検討する。

このヲャネノレーコンブ日ク 1管理戦略論というのは，企業内組織に下位シ月

テムとして所属する諸集団聞のヨンフりグトとは異なるレベルのものを対象と

するものであるへそれはさまざまな企業目標を追求する諸企業からなるマー

ケティング・チャネノレという組織間システムにおいて発牛するコ yフログトを，

解決，処理するものであるという点でその独自性をもつものであるからである。

この組織間コンフりクトの問題は，経営組織論，経営管理論等の経営学の他

の諸領域においてこれまで充分には取町扱われてこなかった。しかしながら組

織間関係の分析が現在一つの重要な分析課題となっているという点を考慮、に入

れるならば，この組織間コンフリク Jという問題にたいしても今後充分に取り

組みがなされるべきであるといえる。

以下ではスターンのチャネノレ・コ Y フリクト管理戦略論について検討し，そ

1) 拙稿，スターンのマーケティング・チャネル官理論の検討 その基本的概~枠組. I経済論叢」
指131巷第4 田 5号，昭和̂ '年4・5月物毒照のと左。

2) マーチとサイモンは.企業内組織の諸銅団聞に発生してくるコンフリクトと組撤間コンフリグ
トを同等のものとし亡扱コているが，以下に述ベる理由でそうした見解には同意できない。こう
したマーチとサイモンの見解については， J. G. March and日 A.Simon， Organizati.叩 S，1958， 
p. 131，土屋守章訳「オーガニゼーシ zγズJ.昭和52年， 198ベージを参照のζ と。
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の意義，限界を明らかにするとともに，その理論モテツレの再構築の方向を探り

出してい〈こ左が課題左される。

11 ス亨ーンのチャネル・コンヲリクト管理戦略論:理論的内容

九ター γ のコンフロクト管理戦略諭についてその理論的内容を紹介するまえ

に，まずその前提をなすチャ不ル・コンアリクト論について手短かに再説して

おくヘ

マ ケティ y グ・チ守ネノしは組織問システムであり，個々の参加者はそうし

たチャネノレ・システム内でそれぞれのもつ目的，期待，行動準拠枠にもとづい

て特定の地位を選択す150いいかえれば，個々の参加者はチャネノレ内で特定の

マーケティング機能の主主行に専門化することになり，チャネル全体としての課

業遂行上，相互依存関係に立っととになる。こうした参加者間での相互依存関

係の確立が，コンフリグトを生み出す根源となる。

チャネノレ・コンフリクトはこうした参加者聞の相互依存関係の確立を根源と

し，次のような原因をもととして発生する。

(1)目標の非両立性。 各参加者がそれぞれチャネノレにおいて追求する目標が，

互いに相対立すること。

(2)領域についての同意の欠如。 各参加者間で，各々の領域(役割)， 役割

遂行について同意がなかったり，ある参加者へ過度な役苦期待がなされること。

(3)現実認識の相違。 参加者間に現実を認識するさいの異なった行動の基慌

があるため，同一目事態士異なった仕方己認識する ιと。

マーケティング・チャネノレにおいては， ζ うした原因によりコンフリクトが

参加者間に生じてくることになるが， このチャネノレ・コンフリクトを解決し，

処理するものとして 3 スターソは以下の 4戦略を提示する"

3) スターンのチャネル・コンフリクト論については詳しくは， 次のものを参照のこと。 L.W 
Stern and R. H. Gorman， Conflict '，in DistributIonαlannels、AnExploration， in L. W 

Stern (ed.)， Distribution Channels: Behavioral Dimension:;， 1969， pp. 156-175. L. W. Stern 
and A. I. El-Ansary， Marketing Channels， 1st ed. 1977， pp. 282-286 
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(1)交渉戦略 (bargainingstrategies)。

この戦略は，コンフリクト関係にあるチャネル参加者間で交渉 約束する

こと，報匝 1の提供，罰則ないし収奪による威嚇ーーを行うことにより，コンフ

リクトを解決しようとするものである。この戦略を展開するさいのポイントは，

どれだけ相手に譲歩し，どのようにして相手にあまり有利でなレ条件を受け入

れさせるのかの 2点である。安定的な交渉白状況は交渉者聞の信頼，相互尊重

の発展と維持に依存するが，この信頼関係を確立するひとつの手段は， 方的

に相手に恩恵を施すことになるようなJト務的手段を講ずることである o この相

互の信頼関係と同様に妥協ふ突渉の成功にとって必要である。

(2)境界戦略 (boundarystrategies)。

境界戦略とは，ある組織が対境関係担当者 (boundarypersonnel)を設けて，

他組織との連絡機能を果たさせ，組織問コンフリクトの解消に導びこうとする

ものである。この戦略の具体的形態としては，外交付iplomacy) があげられ

ている。その内容は対境関係担当者であるチャネノレ「外交官J(channel “di-

plomat'うを設け，その担当者にその従うべき政策形成への助力，その割り当

てられたチャネル参加者との交渉の指揮， 1[[を雇用している企業にとり関心の

あると思われる他企業の事柄についての観察・報告等を行わせるというもので

ある。

(3)相互浸透戦略(:interpenetrationstrategies)。

ζの戦略の具体的形態としては，メンバーシップ (membership)，イデオロ

ギー (ideological)， そして同者の組み合わせ， すなわちメンパー γ ップとイ

デオロギー上の浸透の組み合わせの 3つがあげられている。

a メンノご V ップ。 ラア、ウェノL とカプラン (Lasswelland Kaplan) ~ま，

「ある集団の相互浸透可能性はある個人が参加者になりうるのを容易にす

4) 以下の論述は，次田ものにもとづく。 L.W. Stern， Potential Consict Management Mecha. 
nisms in Distribution Channels: An Interorganizational Analysis， in D. N. Thompson(ed.)， 
口出!ractualMarketing Systems， 1971， pp. 111-145. L. W. Stern and A. I. El.An田 ry.op 
cコt.，pp. 292-309 
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るJ"のであり. Iある集団聞でのコンフリクトは，…・・その相互浸透可能性に

反比例するJ"と述べていZ。スターンはこうした主張にもとづき，チャヰノレ参

加者間で相立に他のチャネノレ参加者をそれぞれの組織の(チャネノレ・シスアム

のではない〕参加者に組み入れて，相互浸透をはかる ζ とを提起する。

このメンパ シヅプの具体的形態としては I人員 の交換J (exchange-of-

persons) があげられているが， これによりチャネル参加者間で相互に人員を

派遣し告い，それぞれの組織についての相互理解を深め，コソフリクトの解消

をはかろうというのである。

b. イデオロギー。 これは基本的には情報，宜伝，教育活動を通じてイデ

オロギー上の浸透をはかり， コンフりグトを解消しようとするものである。

この戦略のねらいとするところは次の点にある。 1 知識と理解を深めるこ

と。 2. 自己にたいする他チャネノレ参加者の好意を培い威信を獲得し，競争者

ないし競合するチャネルの威信やそれらにたいする好意をくつがえす乙と。

3 他企業の従業員達に，その経営者がある方向の行為には従ったり従わなか

ったりするよう影響を及ぼす態度をつくり出すこと。

このイデオロギー上の浸透はスターンによれば，不確実性吸収 (uncertainty 

absorption) の過程を通じて最もよく達成されるという。

C. メンバーシップとイデオロギー上の浸透の組み合わせ。 ヒ述のメンバ

ーシッ/とイデオ戸ギ 上の浸透の双方を含む最も有効なタイソ・の相互浸透は，

コ プテーショ:/ (cooptation) である。コーフテーションとはセノレズニック

(Selznick) によれば，その安定あるいは存在にたいする脅威をそらす手段と

して， リーダーヅップや組織の政策決定機構に新Lい要素を吸収してい〈過程

である。J"

スターンはこのコープテーショ Yとし、う手段を， コンフりクト管理戦略のな

かに組み入れる。例えば，製造業者支配のチャネノレで，その「脅威」を受けて

5) H. D. Lasswell and A. Kaplan， PO包erand Society， 1950. p. 35 
6) 1b低.p. 36 

7) P. Selznick， TVA and t he Grass Roots， 1949， p. 13 
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いるのが製造業者であるなら，その「新しい要素」というのは中間商人という

ことになる。この場合製造業者は，中間商人を自己の組織の政策決定機構に参

加させることにより Iその安定あるいは存在にたL、する脅威」をそらし， コ

ンフリグトの解消をはかることになる。

(4)上位組織戦略 (supraorganizationalstrate耳目s)。

この戦略としては 2つのものがあげられている。そのひとつは第三者の介入

一一調停 (conciliation)，仲裁 (mediution)，裁定 (arbitration)ーーによるコ

ソフリグトの解決であり， もうひとつは上位目標 Csuperordinategoals)の採

用である。

a.調停.仲裁，裁定。 調停というのは，コ Yフログト問頴に関する交渉

に調停者が介入することにより，当事者聞に協調ないし協調の精神をもたらそ

うとするものである。この場合主として当事者自身による調整を含み，この調

停者の役割はマーケティング課業を遂行する第三者(たとえば独立の卸商〕が

担う。

仲裁というのは，より積極的な第三者による干渉である。それは第三者が当

事者双方にその交渉を継続するのか，仲裁者による勧告を考慮するのかのいず

れかにより説得して，論争に決着をつけようというものである。この仲裁者の

役割は，専門の仲裁機関，同業者組合等が担う。

裁定には，義務的なものと自発的なものとがある。前者は当事者逮がその決

定が最終的なものであり拘束力のある第三者に論争を付託することを，法律に

より命ぜられているものである。この義務的裁定についてスターンは，チ十ネ

ノレ関係、において政府〈あるいは裁判所〉が論争の解決の役割を果たしてきたと

している。

後者は当事者達が自発的にその決定が最終的なものと考えられる第三者(例

えば連邦取引委員会)に論争を付託l.-，その裁定により決着をつけるというも

のである。

b 上位目標の採用。 上位目標とはコンフリグト関係にある者全員に望ま
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れているが，個々の者だけで達成できず，その達成のためには全員の協調した
ゐ

努力を要するような目標である。つまりこうした目標を設定して全員による共

同の問題解決を行い，一つの目標にむかつて参加者のすべてを統合してレくこ

とにより， コンフリグトの解決をはかろうとするのがこの戦略である。

以上の 4つの戦略は，チャネノレ参加者聞の垂直的和E.依存のさまざまな程度

によって第 1表のように分類される。

高

第 1衰 チャネル・コ γ フりグト管理戦略

知覚古れる垂直的相互依存の程度

範情|上位組織円~1Lll!~寸境 界 I :.l:渉

特定白ノ、メ 。上位目標 。メンパ-'./'~ 0外交 0交渉戦略
カニム

0調停 プ・人員の交

印中裁 換プログラム

0裁定 0イデオロギー

C特殊目標メカ (1)教育

ュズム (2)立伝

(1)調査委員会 0-"γパーシv

但)オブザーパ プとイデオロ

ギー:コープ

テーショ γ

(注) 本稿では，特殊目標メカニズム〔上位組織戦時〕は取り扱わなかった。
〈出所) L. W. St印 1，Up. cil.， p. 114 

111 理論の検討

本章では，以上に紹介したスター γ のコ Y フリクト管理戦略論について検討

し，そり問題点を指摘する。

まず個々の管理戦略の検討を行うまえに，次の点、を明確にしておかなければ

ならない。それはスター yがチャネル y ;:z， テムの構築 管理主体を明確に措

定したうえで，その管理目的を規定し，そこからっンフリクト管理戦略を展開

することを行っていない点である。とのと Eはコンフリグト管理戦略の性格及
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びその行使目的が，基本的にはチャネノレ・システムの構築・管理主体たるチャ

ネノレ. y _!tーの管理目的により規定されるという点で重要である。コ γ フリ

グト管理戦略について論巳ょうとすれば，まず第一にチャネノレの構築・管理主

体及びそのチャネノレ管理の目的を規定しておかなければならないのである。

まず構築・管理主体についていえば，マーケティ y ク・チャネノレは寡占体制

の成立とともに，独占的産業資本の商業資本の系列化政策により生成したもの

であるへ それゆえチャネノレの構築ー管理主体は，独占的産業資本であると規

定されるヘ

次にそのチャネノレ管理の目的は，話このように規定される。1.寡占価格の設

定を前提とするマーケティ :/!l競争を有効に殻行L.独占的産業資本自身にと

っての市場・版協の拡張を図るため，その系列下にある中間商人の諸活動に規

制を加え，流通の最終段階に至るまでその設定した製品の寡占価格を維持しつ

つ，彼らから自己の製品にたいする専一的かっ最大限の販売努力を獲得するこ

と。 2.市場において一つの競争単位として，多くの他チャネノレ・ νステムと

競合している自己のチャネノレ・システムの存続，成長のため，チャネノレ全体と

してのパフォ--:f/'スが効率的，効果的に達成されるようにすること。

マーケティング・チャネノレの構築・管理主体はこのように独占的産業資本で

あり，それは以上の管理目的が有効に達成されるよう，その系列下にある中間

商人にたいして統制・管理を加えている。このような独占的虚業資本による統

制・管理は，中間尚人の諸活動，意思決定における自律性を損い，彼らの聞に

さまざまなコンソリクトを生み出す根源となる 1630 このチャネル参加者聞に発

8) 拙稿j 前崎論士， 89ページ参照。
的 いずれの参加者がチャネル・リ J ダーになるべきかは意見の分p れるところだが，リトルはそ
の有するパワ←資源，選択性及む効率性の点で，大規模製造業者カミチャネルをリ ドすべきであ
るとしている。R.W. Little，“ rheMaτketing Channel : Who Should Lead this Extra凶 rporate

Organization?ヘJ刷用al01 Marketing， Vol. 34， No. 1， January， 1970， pp. 31-38，嶋口充輝
訳，マーケティング・チャネル誰がこの外部企業組織をリ ドすべきが， f季刊消費と流通」
第5巻第1号，昭和56年新春 109-111ベージを事照。こと。

10) スターンはさきにも紹介したとおり，チャネル・コンフリクトの根源を参加者聞の機能上の相
主怯存関保においてとらえているυ 他の論者で比石井淳蔵民もどう Lた見解をと勺ておられノ
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生するコンフリグトは，彼らの間にさまざまなコンフリクト行動，逸脱行動を

引き起こすが，それは基本的にはチャネノレ・リーダーたる独占的産業資本によ

るパワーの行使を通じて対応，解決され，参加者のチャネノレ・システムへの統

合がなされていくことになる。

チャネノレ・コンフリクト管理戦略はあとで述べるようにこのハワーの行使を

補完し，独占的産業資本がチャネノレ管理を行うところから参加者向に生じてく

る三ンフリクトをより有効に解決，処理し，参加者主チャネノレ・シλ テムへ統

合することを目的として行使される手段である。コ γ フリクト管理戦略は，こ

のような性格をもつものとしてとらえられなければならないのである。

次にこの点をふまえたうえで，各コ '/7リグト管理戦略のそれぞれについて

検討しようの

まず第一に交渉戦略であるが，この戦略はコンフリグト関係にある参加者間

で，コンフリクトの原因となっている問題について交渉，取り引き，妥協を行

うことにより解決しようとするものである。この戦略の問題点として指摘され

るのは，交渉する参加者間に存在する交渉力の格差である。チャネノレ参加者間

にはその有する経済的資源等の差異にもとづきパワー上の格差が存在するが，

それは参加者聞に交渉力の格差をもたらす。このことはある強力な参加者とよ

り弱小な参加者との間(例えば独占的産業資本と系列下の中間商人との問〕に

コンフリクトが発生し，それを当事者間の交渉によって解決しようとする場合，

より弱小な参加者が自己にとって不利な提案を受け入れることを余儀なくさせ

るかもしれない。しかも交渉というのはいつもゼロ・サム・ゲームになるとい

うわけではないが，一方が交渉におし、て得をすれば，他方は拐をするという性

質のものであるc 月タ ンにあっては交渉者間のハワ 関係が双方独占の場合

の上うに対等にとらえられており，こうした交渉力の格差は考慮に入れられて

ないのである。

¥4るが，チャネルーコンフリクトの根源は一寸こ述べか上うに，基本1的には重参加者間の支F臣服従関係

よりとつえられるべきである。 L.W. Stern and R. H. Gorman， op. cit.， p.156.石井揮蔵『流通

におけるパワーと対立J.昭和田年.46ベージ参照。
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この戦略のもうひとつの問題点は，いずれにせよこうした手段によっては，
同区

最終的に「正しい」とかあるいは「最善な」解答は出てきそうにないことであ

る。それは当事者間で取り引き，妥協し，その一致できる点で解決を受け入れ

ようとするので Iほんとうの問題はなかなか鮮決されそうもない」山からで

あるo それゆえ交渉により解決をみたあとも， コンフリクトの根底にある問題

は依然として解決されずに残る可能性がある。

次に境界戦略であ墨が，これは対境関係担当者であるチャネル「外交官」を

設け，彼に他組織との連絡機能L交渉を遂行させようとするものである。この

戦略についてスターンは，対境関係担当者が他組織と突渉するきいに，そうし

た他組織にたいする公式の権限がなし限られたノ、ヮー資源しか自由にならな

いので充分対応できなレ ζ と等を指摘している山。こうしたことは対境関係担

当者が他組織と交渉す星さいに， どの程度権限が行使できるのかという問題を

生み出す。スター yは以上の限界を補うため，対境関係担当者の地位は彼が相

互作用する相手方にとって，その有するパワーが少な〈とも比較的明確である

ように十分高いことが必要であるとしている山。

またこの戦略は，次のような点で問題をもっ。すなわちこのような対境関係

担当者を利用する戦略を目的意識的に遂行できるのは，ある程度の組織内での

機能分化を許容できるほどの組織規模を有する参加者だけであるという点であ

る。例えばチャネノレの末端に位置する小規検零細な小売商においては，こうし

た戦略を採用するのは困難な乙とといえる。

第三に相互浸透戦略であるが，これにはさきに紹介したようにメンパーシッ

プ(特に人員の交換)， イデオロギー上の浸透， 及びこの両者の組み合わせで

あるコープテ-V"， Yの3つがあげらわしている G まずこのうちメソパージップ

土イデオロギー上の浸透については， とれらは組織聞での相す理解幸子深めるこ

11) R. R プレーク，H.A シェパード， 1. s.ム一トン「菖藤由行動科学J(R. R. Blake， H. A 
Shepard and J. S. Mouton， Managi71g Intergroup口mゆctin Industry， 1964)，土屋晃朔駅，
昭和42毛 117ベジ。

12) L. W. S花ern，噌 cit.，prλ131-132 

13) Ibid.， p. 132. 
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とによわコンフロクトを減少・緩和することはできょうが，コンフリクトの原
品

因そのものを直接取旬上げそれを解決するものでないところに問題があるとい

える。

これらのうち特にイデオロギー上の浸透は，次のような問題がある。つまり

y、ターンのこの戦略の記述をみても分かるように，基本的にはそれはチャネ

ノレ・リーダーといった強力なチャネノレ参加者が，他参加者を自己の都合のよい

ように誘導，操作するための手段という性格をもっていることであるo

さきにも紹介したが， この戦略のねらいはー参加者(例えばチャネノレ. ~ 

ダー〉が白己に犬こいする威信を他参加者から獲得するとともに， 自己のチャネ

ノレ主競合する他千ャネルの威信を〈つがえすこと，及ひ他参加者が自己の政策

の方向に従うように影響を及ぼすことにあるからである。それゆえイデオロギ

ー上の浸透については，他参加者の誘導，操作という性格をもつことになり，

コンフリクトの解決には基本的にはならないといえる。

次にコープテーションであるが，これはセルズヱックの研究で知られている

ように，当該組織にとって脅威となるような環境要素を組織のリーダ-:/'ップ

や意思決定機構に参加させることにより，そうした脅威をそらそうとするもの

である。このコープテーションの限界，問題点に関しては，ェツィオ一二 (E.

tzioni) の次のような指摘がある。 彼はある組織が消費者代表を導入しようと

する場合に， コープテーションが「ごまかしであったり，にせものものであっ

たりするはあいには，消費者を導入しそこなうばかりか，彼の必安の表揚をも

さえぎるよとになる」といい，でして擬装的コープテーションは i実際はほ

んもののコミュニケーションの影響力の必要をか〈しているだけなのに， 辺ミ

ュユケーショ y の問題は解決したように思わせるJl0とLヴ。 つまり真の意味

でのコープテ---;/ョンなら問題はないが，それがまやかしなら以上のような問

題が生じてくるというのである。

14) A. Etzioni， Modern Organizations， 196，1， p. 101，渡瀬浩訳「現代組織論」昭和42年. 153ベ

ージU
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このコープテ-'/ョンは，他参加者を自己の組織のリーダーシップや意思決

定機構に参加させることのできる，大規模で有力な参加者のみが採用できる戦

略である。それゆえコープテーショ γ はそれが擬装であるなら，有力な参加者

による他参加者の誘導，操作という結果に陥りやすいといえる。

最後に上位組織戦略についてのべよう O まず調停，仲裁，裁定であるが，よ

れらはコ γ フリグト解決の手段として第三者の判定を用いるものである。これ

bの解決手段のうら裁定は， アッセノレ (Assael) の研究でも知られているよう

に流通ロ Y フリクトの解決法として用いられてきたものである山。この裁定に

ついて彼は戦後アメリカにおいて，同業者組合(コ Y フリグト解決のための第

三者〉は乎ャネノレ外部のパワ 源泉に上品政治的解決よりもチャネノレ内での自

己解決に頼ってきたのであり，こうした自己解決が政治的解決よりもいっそう

成功したとしている叩。

この裁定についてウェイガンドとワッソ::/(Weigand and Wasson)は，次

のような問題を指摘している。すなわちなぜ売手 買手関係において強力な

側が裁定に同意するのF ということの理由のひとつは，協約がより強力な側の

要求にあわせられるということであり，こうした状況下では両者間の公正な関

係を望むことは，現実というより外見だけのものである。パワーがしばしば均

衡していないひとつの特定の領域はフラ Y チャイザー フラ γチャイジー関

係であり，フランチャイジーはしばしば非常に有力なフランチャイザ に対抗

する訴訟によらない方法をいまだに見い出し℃いない。彼らの多〈はその契約

に，裁定による協約を付吋加え亡きたのであるとm 。つまり裁定によってコ y

フロクトを解決しようとする当事者間に， そのパワーに大きな格差がある場合，

より弱小な側が裁定において不利益をこうむる可能性があるのである。

15) H. Assael，“ The PoHtical Role of Trade Associati()ss in Distributive Conflict Resolutionヘ
Jour叩l0/ Market開:g， Vo1. 32， No. 2， April， 1968， pp. 21-28を参照のこと。

16) Ibid.. p. 28. 
17) R. E. Weiga.nd and H. C. Wasson，“Arbitration in the Marketing Channel"， Business 

Horizons. VoI. 17， No. 5; Octoher， 1974. p. 42 
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またウェイガンドとワ y ソ γはど白ような制隈が契約に書き込まれようと，

価格固定，拘束条件付き契約，価格差別のような反トラスト活動が，法律的に

裁定可能なのかどうか広範な疑問があると指摘している悶〉。さらに義務的裁定

については，裁定に論争を付託することを義務づけられている側の者が，その

権利を廃棄して法廷で訴訟がなされるよう要求するかもしれないので，それは

法律的に実行不可能であるかもしれないとしτいる山。

いずれにせよこの裁定及び調停，仲裁といった第三者介入による戦略は，次

のような共通の問題点をもっといえる。すなわち判定によコて勝者となョた者

には都合がよいが，敗者となった者はその判定が出たのちも I依然としてそ

の解快案を信じていない」加のであり， 干の第三主者にたいしても「疑し，t"<な

るものであるJ21)という点である。 したがって第三者の判定により一応の決着

をみたのちも，こうした不満が敗者の側に残り，それが新たなコンフりクトの

原因となる可能性があるo

次に上位目標の採用についてであるが，この戦略は端的にいえばチャネノレ参

加者間で共同の問題解決を行うことを通じて各参加者の凝集性を高め，彼らを

チャネノレ・システムヘ統合しようとするものである。

このような上位目標の採用というコンフリクトの解決法はチャネル関係にお

いては，一つの企業目標に向って共同の問題解決を行うことができる企業内の

集団間コンフリクトの解決の場合とは異なり，上位目標の設定上に困難がある

といえるo 例えばスターンは上位目標的確立には，相互依存的活動におけるあ

らゆる側の者からの平等な参加と貢献とを必要とするとしてし、る目〉。しかしな

がら実際のチャネル関係において，チャネル参加者間に規模上，経済上"ワ

ー上の格差が存在し，彼らの聞に支配服従関係がみられるという状況下では，

18) Ibid" pp. 42-43. 

19) lbid.， p. 43 

20) R. R プレーク.H. Aγェパード.J. S ムートン，前掲書.71-72ベ ジ。
21) 同上.72ベーシ。

22) L， W. Stern， op. cit.， p. 115 
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こうしたあらゆる参加者からの平一等な参加と貢献は達成できそうにないといえ
自

る。また本来異在った企業目標と恵、思決定機構をもっ参加者聞に，共通の目標

を設定することが可能なのかどうかといった点でも問題がある o

この戦略のもうひとつの問題点は，それがョ y フリクトの原因となっている

ものを直接取り上げて解決しようとするものではなし上位目標の設定による

共同の問題解決という手段によって，コンフログトの根本にある問題から目を

そらせ，各参加者の統合主図ろうとする点である。 ζ のζ とは参加者間での共

同の問題解決がなされたのち，本来問題となっていた事柄がまだ何も手をつけ

られないままで，姿を現わしてくると L、う事態を生むことにつながる'"，。

例えばチャネノレ参加者間にコ Y フログト関係が存在する乎ャネノレ・システム

において，外部からの脅威が発生したとする。との場合名参加者はその相違を

とり除けて自己のチャネル防衛のため，外部からの脅威の排除という共同の問

題解決を行うことになろう。この参加者間での共同の問題解決は，参加者聞の

凝集性を高めチャネノレ "yステムを統合へと導く。しかしながら共同の問題解

決が達成され，外部からの脅威が解消してしまったのも，本来の問題が再び姿

を現わしてくる可能性がある。この際もしチャネノレ参加者の凝集性を高め，チ

ャネノレ・システムを統合に導こうとするならば，新たな上位目標の採用，設定

が必要とされるw。

IV 意義，限界

λ ターンのコンノリクト管理戦略論の各々については，以上で紹介し検討L

終った。以下ではいままでの議論を総括し，スター Y のコンフリクト管理戦略

モデノレ全般に通ずる問題点，限界を指摘するとともに，その意義を明らかにし

たい。

23) こうした危険性については，スターン自身も指摘していあ。 L.W. Stern， ibid.， p. 117 

24) こうした場合，コーザーのいう土号な「敵の探索Jが新たに行われるかも Lれたい。との「敵
の探索」については，次のものを参照のこと。 L.A. Coser， The Functions 01 Social Conflict， 
1町6，pp. 104--110，新陸人訳「社告闘争の機能J，昭和53年， 140-152へージ。
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まず第一に，前稿でも指摘した構造的視点の欠如が， このコンフリグト管理
肱

戦略諭においてもみられるということが問題点として指摘される叩。スター y

はチャネノレ参加者聞の諸関係(役割関係，パワー関係等)を ':/yメトリカノレ

(symmetrical)にとらえており， コンフリグト管理戦略を展開するに際しても，

こうしたシンメトリカノレな関係を前提にしているといえる。マーケティ γ グ・

チャネノレにおいては，参加者聞に役割上，パワー上の格差が存在し，そこでは

有力な参加者てあるチャネノレ・リーダーが他の参加者にたいしてチャネル目標

達成のため統制を加えるという構造がみられる。このようにチャネノレ参加者間

の関係はアシンメトロカノレ (asyrnmetrical)なものとしてとらえられるべきで

あるが，スター Y にあってはこうした構造的視点が欠如しているのであるの

例えば前章で指摘したように，スタ ンはコンフリクト管理戦略の行使主体

とそのチャネノレ管理目的を規定 L，構造的把握を行ったうえで，そこからコン

フリグト管理戦略を展開することをしていない。コ γフリク}管理戦略はさき

にものべたように，チャネノレ・リーダーが他参加者を首尾よ〈管理するうえで

のひとつの手段なのである。スター Y においては，こうした点についての認識

がなされていないのである。

このようなスターンの理論における構造的把握の欠如は，彼のコ γフリグト

解決にたいする見解にも反映されている。スターンはコンフリクト解決にたい

する一般的な限界のひとつとして，参加者同のア γ ンメトリカルな相互依仔関

係をあげている叩。ここで問題なりは伎にあっ亡は，参加者珂のアシンメトリ

カノレな相互依存関係が単なるコンフリクト解決上自ー制限としてのみとらえら

れてし、ることである。すなわちこのアジY メトリカノレな相互依存関係くし叫、か

えれば支配服従関係〉こそが参加者聞にヲソフリクトを発生させ， コY フリグ

トの解決を必要とさせるものであるということについての認識がないのである。

チャネル・コ γ フリグト管理戦略は繰り返していうが，チャネノレ・リーダーが

25) 拙稿，前掲論丸 95-96へ ジ参照。

26) L. W. Stern， 0β cit'J p. 113 
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そのチャネノレ目原達成のため他参加者を統制u.管理しようとするところから参

加者間に生ずるコンフリグトを，解決，処理していくための一手段なのである。

コンブリクト管理戦略は，以上のようなものとし亡チャネノレ・リ ダーによ

り他参加者にたいして行使される。このことはコ Yフリクト管理戦略が，強力

な参加者と弱小な参加者間というアシンメトロカノレな関係において行使されや

すいことを意味する。このアヶンメトリカノレな参加者関係における戦略の行使

はさまざまな問題点をもつが，それらのうちいくつかのものについては前章で

指摘しておし、た。すなわち交渉戦略，裁定においては，より弱小な参加者にた

いして不利に作用するかもしれないこと。またコーープテーションとイデオロギ

ー上の浸透についてほ，強力な参加者による他参加者の誘導，操作となりやす

いと正。そして境界戦略乙コープテ-'/'ョ Y は，有力な参加者にしか実行可能

性がないこと等を指摘したの

λ ターンの管理戦略モデノレは基本的に， シンメトリカノレな参加者関係を前提

に展開されており，参加者聞に存在する格差構造を反映したものとなっていな

い。それゆえ， こうしたアシy メトリカノレな参加者関係における戦略の行使の

もつ問題点L 何ら考慮きれる ζ となく見逃さわしてしまっているのである。こ

こにλ ターンの理論モデルの，現実適用可能性上の限界があるといえる。

第二に指摘されるのは，パワーの行使と個々のコンフリクト管理戦略との対

応関係が明らかにされておらず，またそれぞれの管理戦略がどのようなタイプ

のコ γ フリグトに有効なのかを明確にしていない点である。

スターンぽチャネノレ関係において，報酬，強制，専門的知識，同一視(ない

し準拠性)，正当性にもとづくパワーが存在するとしヴ 27)0 そしてこうしたパ

ワーの行使は，各参加者がその役割と一致した行動をとるようにし，効果的に

参加者が役割遂行す毛ようにするため，及び機能的な範囲内にコンフロクトを

保ってお〈ため必要であるという 28lu -:1 Y フリグ}管理戦略は彼によれば， こ

27) F. 1. Beier and L. W. Stern， Power in the Channel of Distribution， in L. W. Stern(ed.)， 
。ρ Clt.，pp 世 104を事照のこと。
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のパワーの行使の範囲内にあり，それは病理的な動きを打ちくじきコンブリグ

ト状況を有益な和解に務行させる試みに訴えるものである加。

プ、ターンはこのように，コンブリク「管理戦略をパワー行使の範囲内におい

てとらえているo しかしながら問題なのは彼が，こうした 5つのパワー資源に

もとっくパワーの行使と個々の管理戦略が，それぞれどのような対応関係にあ

るのかを明確にしていない点である。しかも彼が管理戦略としてあげてし、るも

ののっちには，パワーの行使とはいいがたし、ものが含まれ亡いる刷。

むしろ，まずパヲーの行使を=ンフリグトを解決し各参加者の統合を達成す

る動囚としてとらえたうえで，コ γ フリクト管理戦略を次のように位置づける

方がよし、。つまりそれはパワーの直接的行使から生ずるさまざまな弊害を回避

し，首尾よくコ Y フリグトを管理L，解決，処理する弓えでの補完メカニズム

であると。

次に，各コンフ日ク干管理戦略とコンブログトのタイフとの対応関係の問題 l

に移ろう o チャネノレ参加者間には， 目標の非両立性，領域についての同意の欠

如，現実認識の相違といった 3つの原因によりコンブログトが発生する。この

ことはそれぞれの原因に応じて，異なったタイプのコ Y フりグトが発生するこ

とを意味する。この異なったタイプのコンブリグトは，それぞれに応じたコン

フリク T管理戦略を必要とするであろう。それゆえ各コ y フリクト管理戦略が，

どのタイプのコンフリクトにたいして有効なのかを明らかにする必要がある。

Lかしながらλ ターンにあっては，この点について分析がなされていないので

あるo こうした点においても，ユターンの理論モデノレの現実適用可能性土の限

界があるといえる O

スター γ のコ γ フリクト管理戦略論には，以上のような問題点，限界があるo

28) L. W. Stem， op. cit'J p. 286 
29) Ibぽ， p.292 

30) パワ の行使とは， i或る社会関係の内部で抵抗を排してまでも自己の意志を貫徹するすべて
の可舘性」の行使ととらえるべきである。こうした点からすれば.イデオロギー上の浸透，人員
の交換，コープテーシ g ン等はパワーの行使というにはふさわしくないといえる。こうしたパワ
にたいする見解についてはj 拙稿，前掲論文， 93ページ参照のこと。
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しかしながらそれは反田では，主主のような評価すべき点をももっている。すな

わちスター Yは，行動諸科学の理論的成果を採り入れるととによりその理論モ

デルを構築したが，これによりコンフリクト管理戦略モデノレがはじめて包括的，

体系的に構成されたのである o そして同時にコンフリクト管理のための具体的

な個々の戦略がt巴示され1 その方向性が示されることになったのである。スタ

ーンのコンフリクト管理戦略論はこのような意義をもっているのであり，それ

は現在の代表的なチャネノレ・コンフリクト管理戦晴モデルとなっている。それ

ゆえ，彼自理論モデノレにいくつかの問題点キ限界があるからといってそれを否

定してしまうのではなく，その問題点，限界を補い，それを現実に適合的なも

のに再構築していくことこそが必要なのである。

V お わ り に

最後に，チャネノレ・コンブリクトについての所見を明らかにし，九ターンの

管理戦略モデノレの再構築への方向を指し示そう o

一般的にいってコンフりク下は，社会システムを分裂させる逆機能的なもの

であるととらえられがちである。しかしながらコーザー (Coser) は， 社会的

コンフりクトについて次のようにいう。コンフリグトは rそれを生み出す関

連にとって，つねに逆機能的であるとは限らなし、」のであり， しばしばコンフ

リクトは rそのような関連を保持するのに必要である。」叫それは一つの

関係における破波的要素を除去し，統ーを1!:U復するのに役立つ。j山コーザーは，

社会的コンフリクトが機能的な役割を果たすことを指摘するの巴ある山。

乙うしたコーザーの社会的コンフリクトの分析は，チャネノレ・コンフリク l

にもあ亡はまるといえるo チャネル関係においても，さまざまな原因からコ γ

フリグトが参加者聞に発生するが，それは本来病理的な現象ではない。むLろ

31) L. A. Coser， ot. cit.， p. 47，邦訳52へージ。
32) Ibid.， p. 80，同上， 103ヘジ。
33) スターンも基本的にはンフリクトが機能的な役割を果たすことを認めている。 L.W. Stern， 

op. cit" p. 111. 
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コンフリグト行動を通じ主の相互作用が参加者間でなされることにより，各参

加者のシステムへの再統合，凝集性の強化，システムそのものの再編，統合を

もたらすものといえる。

このようにチャネノレ・コンフリクトは機能的な側面をもっており， チャネ

ノレ・システムの安定化作用，統合機能を果たすものとしてとらえることができ

るo かえってコンフロクトの欠如は，チャネノレ・システムの「強さおよび安定

の指標」とはみなしえないのである制。コンフロクトの存住こそが， チャネ

ノレ・システムの止常な機能，安定性の指標といえる。

チャネノレ・コンフリクトは，まえにものべたように基本的にはチャネル・り

ーダーと他参加者間でのアシ γ メトリカルな相互依存関係を根源と L，目標の

非両立性，領域についての同意の欠如，現実認識の相違を原因正しT発生する。

この参加者聞に発生ずるコ Y フログト事'解決，処理し，各参加者を統合に導〈

と左がコンフリクト管理戦略のねらいとするところといえる。 Lかしながら ζ

のコ γフリグトは本来，個別的，一時的には除去できても根本的には解決不可

能なものであり，また上にのべた意味で，チャネノレ・システムの正常な機能，

安定化にとって欠〈ことのできない要素のひとつなのである。

それゆえ所見では，こうしたチャネノレ・コ y フリクトを，パワ の行使によ

る統合を基礎とし， コγ フリクト管理戦略という補完メカニスムでそれを絶え

ず解決、処理する努力を行っていくことこそが肝要であると考える。コンフリ

クトの恨本的な除去が問題ではないのである。

以上がチャネノレ・コ γフリグトにたし、する所見であり， こうした視点、に立っ

て， λ ターンの理論モテソレ0)再構築士行う。そのさい前述の議論で明らかにし

たλ ターンの構造的視点、の欠如から生ずる問題点，限界等を補い，チ弓ネノレ参

加者間に存在するその有する経済的諸資源の差異古、ら生ずるパワー上の格差を

考慮し y ステムの要素〈参加者〕問に格差をつけ，構造的な枠組みのなかで，

34) コ ザーは，コシフリグトの不在住， rある関保。強さおよび安定を示す指標とはみなしえな
い」とのべている。 L.A. Coser， op. cit" p. 85，邦訊， 110~~ ージ参同ゅ
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コンフリクト管理戦略モデノレの再構築を行うことが課題とされる。

(1983. 7. 5脱稿)


